
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家家財財（（長長期期用用））特特約約  

ののごご案案内内  

2017 年 1 月 1 日以降始期契約用 

家家財財はは大大ききなな財財産産でですす。。  

建建物物だだけけをを火火災災保保険険のの保保険険のの対対象象ととししててもも家家財財のの損損害害はは補補償償さされれまませせんん。。  

建建物物ととああわわせせてて「「家家財財（（長長期期用用））特特約約」」をを是是非非セセッットトししててくくだだささいい！！  

 

○：補償されます（保険金をお支払いする事故） ×：補償されません 

   火災、落雷、 
破裂・爆発 

風災、雹
ひょう

災、 

雪災 

給排水設備の 
事故や上階からの 

 水濡れ 
盗難 水災 

家財の 
主なリスク 

 
契約プラン 

 
「家財（長期用）特約」の補償範囲 

ご契約いただく契約プランによって補償の範囲が異なります 

ふだん何気なく購入している家財。見直してみると大きな財産であることに気がつきます。 

家財には、家具類、衣類、寝具類、家電製品のほか、時計からお茶碗等さまざまなものが 

あります。これら家財は徐々に増えているため、その多さにあまり気づきませんが、一度に 

買い揃えるとなると、かなりの金額となります。建物の保険と合わせて、家財の損害を補償 

する「家財（長期用）特約」のセットを是非ご検討ください。 

 

破損、 
汚損等 

ＧＫ すまいの保険・スーパーロング 
ＧＫ すまいの保険・ローン団体扱用 

  
 
 
実際の修理費（修理または交換費用のうちいずれか低い額） 

を基準としてお支払いしますので、万一のときでも安心です。 

 

※１回の事故ごとに免責金額が適用され 

ます。また、限度額が適用される場合が 

あります。 

詳細は裏面の「保険金をお支払いする 

事故」、「お支払いする保険金の額」を 

ご参照ください。 

保険金のお支払額 

 

  

 

 
地震・噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といい 

ます。）を原因とする火災・損壊・埋没または流失による 

家財の損害を補償します。 

 

※ご希望されない場合は、地震保険をご契約 

いただかないことも可能です。 

ただし、この場合には地震等による損壊等 

の損害だけでなく、地震等による火災損害 

についても保険金をお支払いしません（地 

震火災費用特約では、保険金をお支払い 

する場合があります。）。 

地震保険への加入をおすすめします。 

 

   

   

   

   

   

６つの補償プラン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５つの補償プラン ○ ○ ○ ○ ○ × 
４つの補償＋破損汚損プラン × ○ ○ ○ ○ ○ 

 
４つの補償プラン × ○ ○ ○ ○ × 
２つの補償プラン ○ ○ × × × × 

 



保険金をお支払いする事故 お支払いする保険金の額 

表面に記載している家財（長期用）特

約の補償範囲の「保険金をお支払い

する事故」に該当する事故 

 

●特約家財保険金 

 

 

 

ただし､特約家財保険金として支払う額は、1 回の事故につき特約家財保険金額（事故が破損、汚損等 

である場合は１００万円または特約家財保険金額のいずれか低い額）を限度とし、免責金額は 1回の 

事故ごとに適用します。 

 

①損害の額は再調達価額を基準とする修理費により算出します（盗取の場合は再調達価額とします。）。修

理費（修理または交換費用のうちいずれか低い額）には残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、仮

修理費用等を含みません。修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引きます。 

②損害を被った保険の対象が貴金属等の場合で、損害の額が1個または1組について100万円を超えるとき

は、その損害の額を100万円とみなします。 

③通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等については、盗難による損害が生じた場合に限り、損害保険金をお

支払いします。ただし、その損害の額の合計が1敷地内につき30万円を超える場合は、その損害の額を30

万円とみなします。なお、「2つの補償プラン」では盗難による損害を補償しておりません。 

④預貯金証書（通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。）については、盗難によ

って現金が引き出される損害が生じた場合に限り、引き出された額について損害保険金をお支払いしま

す。ただし、その損害の額の合計が1敷地内につき300万円を超える場合は、その損害の額を300万円とみ

なします。なお、「2つの補償プラン」では盗難による損害を補償しておりません。 
 

 

保険金をお支払いしない主な場合 

 

 

◆「ＧＫ すまいの保険」は、家庭用火災保険の愛称です。 

◆このチラシは「家財（長期用）特約」の特徴を説明したものです。詳細は重要事項のご説明または商品パンフレットをご覧ください。 

 

特約家財保険金 

 

 

＝ 損害の額 － 免責金額 

以下のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしま

せん。 

・風、雨、雪、雹
ひょう

、砂塵
じん

その他これらに類するものの吹込みや漏入による

損害 

・置き忘れまたは紛失による損害 

・建物が所在する敷地外にある家財に生じた事故による損害 

・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重

大な過失等による損害 

・被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託さ

れた者の故意による損害 

・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、

ひび割れ、剥がれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってそ

の部分に生じた損害 

・保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害 

・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、か

き傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損

傷または汚損（落書きを含みます。）であって、保険の対象の機能の喪

失または低下を伴わない損害 

・戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 

・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害     等 

「破損、汚損等」については、左記の損害のほか以下のいずれかに 

該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。 

・電気的・機械的事故（故障）によって生じた損害 

・電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害 

・土地の沈下、隆起、振動等によって生じた損害 

・公権力の行使によって生じた損害 

・保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失 

または技術の拙劣によってその部分に生じた損害 

・詐欺または横領によって生じた損害 

・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化              等 

 

以下の家財は保険の対象に含まれません。 

・船舶、航空機、自動車、バイク（総排気量 125cc 以下の原動機付 

自転車を除きます。） 

・ラジコン 

・携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 

・眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯または義肢 

・動物および植物等の生物 

・通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金 

証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、 

乗車券等（注） 

・証書（運転免許証、パスポートを含みます。）、帳簿、稿本（本などの 

原稿をいいます。）、設計書、図案、プログラム、データ       等 

 

（注）通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等につい

ては、盗難による損害が生じた場合に限り、保険の対象として取り

扱います。詳細は、上表（お支払いする保険金の額）の③④をご参

照ください。 

●ご相談・お申込先 

 
 

本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-9 三井住友海上 駿河台ビル 

（お客さまデスク）0120-632-277（無料）東京都千代田区神田駿河台 3-11-1 三井住友海上 駿河台新館 

 電話受付時間 平日 9:00～20:00 土日・祝日 9:00～17:00（年末・年始は休業させていただきます） 

http://www.ms-ins.com 72069  2016.10  A3E12  B  （新） 

◆グランドタイプをご契約いただく場合は商品内容が異なりますので、グランドタイプ専用パンフレットをご覧ください。 
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